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日本都市学会会則・規則等

(2018年 6月理事会、 10月総会による改訂)

|1 日本都市学会会則

第 1章総則

(名称)

第 1条 この会は、日本都市学会という(以下、本

会という)。本会の英語名は JapanSociety for 

Urbanology (JSU) とする。

2 本会の成立年月日は、創立総会を開催した昭和

2 8 (1953)年 11月7日とする。

(組織)

第2条本会は、各地域毎に組織された地域都市学

会の連合体とする。各地域都市学会は本会の支部を

構成するものとする。

(本部事務局)

第 3条本会の本部事務局は、 4年ごとに定める総

会で決定する支部が担当するものとし、その支部が

指定する都市に本部事務局を置く。

2.本部事務局所在地を学会所在地とする。

第 2章 目的および事業

(目的)

第4条本会は、会員の研究発表、知識の交換なら

びに地域都市学会の相互の連絡調整および内外の関

連学・協会との連絡提携の場となり、都市に関する

学術の進歩普及を図るとともに、都市の健全な発展

に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条本会は、前条の目的を達成するために、次

の事業を行う。

(1)都市に関する研究調査

(2)都市研究者の連絡および協力の促進

(3)各地域都市学会との連絡調整および関連学・

協会との連絡提携

(4)研究会および大会の開催

(5)機関誌その他刊行物の刊行

(6)都市問題に関わる講演会および講座等の開

催

(7) 日本都市学会賞(奥井記念賞)の選定

(8) 日本都市学会論文賞の選定

(9) 日本都市学会特別賞(学術共同研究賞・まち

づくり賞)の選定

(10)都市研究に対する奨励および援助

(11)都市の発展に関する助言および勧告

(12)都市に関する各種研究団体との連絡提携

(13)外国の学界および研究者との連絡および協

力

(14)都市に関する資料の収集および保管

(15) その他理事会が適当と認めた事項

第3章会員

(会員の種別)

第6条本会の会員は、次のとおりとする。

(1)正会員

(2) 団体会員

(3) 賛助会員

(4)名誉会員

(会員の資格)

第 7条会員の資格は、次のとおりとする。

(1)正会員は、都市に関する研究・調査に従事

する内外の研究者・行政担当者およびこれに関

心を有する者とする。

(2) 団体会員は、都市の研究調査に関係ある団
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体および行政機関とする。

(3) 賛助会員は、本会の目的に賛同して本会の

運営に協力し、とくに財政上の援助を行った個

人または団体とする。

(4)名誉会員は、都市の研究調査に関し学識経

験を有するかまたは功績顕著な者で、理事会の

決議によって推挙された者とする。

(入会)

第8条 会員(名誉会員を除く)になろうとする者

は、会員 1名以上の推薦により、理事会の承認を経

なければならない。

2 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要

せず、本人の承諾をもって会員となり、かっ会費を

納めることを要しない。

(会費)

第 9条会員は、総会において定める会費を納めな

ければならない。

2. 会費を 2年以上滞納したときは、理事会におい

て退会させることができる。

(会員の権利)

第 10条 会員は、研究会、大会および機関誌にお

いてその研究を発表し、本会が刊行する機関誌およ

び図書資料の優先配布を受けるほか、その他本会の

事業に参加することができる。

第4章支部

(支部)

第 11条本会に次の支部を置く。

(1)北海道

(2)東北

(3) 関東

(4) 中部

(5)近畿

(6) 中・四国

(7)九州

2.各地域都市学会は、独立して活動するとともに、

本会との関係においては支部として協力するものと

する。

3.本会の会員(賛助会員および名誉会員を除く)

は、原則としていずれかの支部に所属するものとす
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る。

第5章役員

(役員)

第四条本会に、次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)理事

①支部会長理事 7名

②支部選出理事若干名

1支部について 1名を選出する。ただし、 1

支部会員数が 100名を超えるときは、 100名

につき 1名を追加する。

③常任理事若干名

(3)監事 2名

(4)顧問若干名

(役員の選出)

第 13条会長および監事は理事会において推薦し、

総会の承認を受ける。

2 支部会長理事・支部選出理事は該当支部が選出

した者につき、総会の承認を受ける。

3 常任理事は、理事会の議を経て、会長が委託す

る。

4 顧問は、理事会の推薦により、総会の承認を受

ける。

(役員の任期)

第 14条 会長、理事および監事の任期は2年とす

る。ただし再任を妨げない。

2 会長は、 2期を越えて再任することはできない。

3 支部会長理事・支部選出理事が支部の都合によ

り任期中に退任するときは、同じ支部から選出され

た後任者が前任者の残任期間、支部会長理事・支部

選出理事に就任するものとする。

4 役員は、その任期が満了しても後任の役員が選

任されないときは、本条第 1項および第2項の規定

にかかわらず、後任の役員が選任されるまでの問、

継続して役員の任務を行う。

(役員の任務)

第 15条会長は本会を代表し、会務を総理する。

会長に事故あるときは、会長の指名する理事または

理事会の互選による理事が会長の職務を代理する。



2 理事は、理事会を組織し、会務の運営にあたる。

3 支部会長理事は、各支部を代表し、本会と各支

部の連絡調整にあたる。

4 常任理事は、常務を執行するほか、理事会の決

定する事務を分担する。詳細は別に定める。

5 監事は、会計を監査し、監査の結果を総会に報

告する。

6 顧問は、重要な会務につき、会長もしくは理事

会の諮問に応じ、または会長もしくは理事会に勧告

する。顧問については、第9条の規定に関わらず、

会費を免除する。

第6章 委 員 会

(委員会)

第 16条 会務の運営および第5条に定める事業を

執行するため、必要があるときは、理事会の議を経

て委員会を設ける。

2 前項の委員会は理事会の定めるところにより、

理事および適当と認める委員をもって構成し、所定

の任務を執行する。

3 第 1項に定める委員会に委員長を置く。委員長

は理事会の議を経て会長が指名する。

4 委員長は、必要に応じ、専門委員を委嘱するこ

とができる。

第7章会議

(総会)

第 17条会長は、毎年 1回、会員の総会を招集し

なければならない。

2 会長が認めたとき、または会員 20名以上の要

求があるときは、いつでも臨時総会を招集しなけれ

ばならない。

3 総会の議事は、出席会員の 3分の 2以上の賛否

によって決定する。

4 総会に出席しない会員は、書面により、他の出

席会員にその議決権の行使を委任することができる。

5 団体会員の場合は、その団体の指名する者1名

をもって議決権を行使する。

6 総会の議長は、総会のつど会員の互選で定める。

(総会の議決事項)

第四条総会では、本会則で別に定める事項のほ

か、次の事項を議決する。

(1) 事業報告および収支決算に関する事項

(2) 事業計画および収支予算に関する事項

(3) そのほか理事会において必要と認めた事項

(理事会)

第四条理事会は、会長が随時これを招集する。

2 理事会は、総会の議案の準備、総会の決定に基

づく会務の運営に関する協議、その他本会則の定め

る理事会の任務を執行する。

3 理事会の議事は、出席理事の過半数でもって決

定する。

第8章会計および基金

(会計)

第 20条本会の経費は、会費および寄付金その他

の収入をもってこれにあてる。

2 本会の会計年度は、毎年4月 1日に始まり、翌

年の 3月 31日に終わるものとする。

(基金)

第 21条 第5条に定める事業の執行のため必要と

認めるときは、総会の議を経て、特定の事業執行の

ための基金を設立することができる。

2 前項に定める基金は、理事会がこれを管理し、

毎年総会において基金に関する報告を行い、総会の

承認を得なければならない。

3 本条に定めるもののほか、基金について必要な

事項は、理事会において定める。

第9章会則の変更

(会則の変更)

第 22条本会則を変更するには、総会の議を経な

ければならない。

第 10章雑則

(雑則)

第 23条本会則に定めるもののほか、必要な事項
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については、理事会において定める。

【付則】

1 本会則は、 1993年 12月3日から施行する。

2 従前の日本都市学会会則 (1989年4月 1日施

行)は、これを廃止する。

3 本会則の改正(第 14条)は 2000年 10月 27

日から施行する。

4 本会則の改正(第3条)は 2004年 10月 16日

から施行する。

5 本会則の改正(第 15条)は 2006年 10月 27

日から施行する。

6 本会則の改正(第5条)は 2007年 10月 26日

から施行する。

7 本会則の改正(第5条)は 2009年 10月 24日

から施行する。

8 本会則の改正(第 1条、第3条、第 14条、第

15条)は 2017年 10月 28日から施行する。

9 本会則の改正(第14条)は2018年10月20日か

ら施行する。

|2 日本都市学会の役員の就任時期について

(1995年 10月 20日理事会決定、 2018年 10月 19日一部改正)

役員の就任時期を以下のように決めておくものとす

る。適用は 1996年度からとする。

第 1 会長および監事

総会で承認された翌年度の4月 1日から 2年間と

する。

第2 支部会長理事および支部選出理事

会則第14条第3項の規程(地域支部で、変更あった

任期)を特例とし、それ以外に、総会で承認された

翌年度の4月1日から 2年間とする。

第3 常任理事

会長の指名の日から 2年間とする。ただし、 2年

を経過しても会長の指名がないときは指名のある時

まで常任理事の職務を遂行する。

付則

1 この規程は1995年10月20日から施行する。

2 第2条の改正は、2018年10月19日から施行する。

13 日本都市学会会長の選出方法について

(2004年 6月 27日理事会決定)

①会則第 13条に定める会長の推薦は、選挙により

行う。

②選挙人は日本都市学会理事(会長、常任理事、監

事を除く)とする。

③被選挙人は、日本都市学会個人会員とする。

④選挙の方法は、無記名、郵便投票により行う。

⑤投票の結果、有効投票総数の過半数の票を得た者

を、会長に推薦する。

⑥ 1回目の投票で過半数となる者がなかった場合、

得票数の多い)1慎に2名(第2順位が複数ある場合は

第2順位までの全員)を候補として 2回目の投票を

行い、最多得票の者を会長に推薦する。最多得票の

者が複数あるときは、 1回目の得票数の多い者を会

長に推薦する。

⑦会長に推薦されることとなった者が辞退したとき

は、再度選挙を行う。

⑧選挙管理事務は、常任理事が行う。

⑨このほか、選挙に関して必要な事項については会

長が定める。

⑩この選出方法は、2004年6月27日より施行する。
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14 日本都市学会各機関の役割

会長

(1)総会の招集 (7)事業計画および収支予算の承認

(2)理事会の招集 (8)基金の設立

(3) 常任理事の委託 (9)基金に関する報告の承認

(4)会長職務代理の指名 (10)会則の変更

(5)委員会の委員長の指名

監事

(1)会計の監査、監査結果の総会への報告

顧問

(1)会長または理事会の諮問に応じる

(2)会長または理事会への勧告

金品.A.
司司>:z3i:

(1)会費の決定

(2)会長および監事の承認

(3)支部会長理事および支部選出理事の承認

(4)顧問の承認

(5)会計監査報告の承認

(6)事業報告および収支決算の承認

理事会

(1)名誉会員の推挙

(2)会員の入会の承認

(3)会費滞納者の退会の決定

(4)会長および監事の推薦(総会で承認)

(5)常任理事の選任(会長が委託)

(6)顧問の推薦(総会で承認)

(7)委員会の設置

(8)委員会の委員長の選任(会長が指名)

(9)総会の議案の準備

(10)総会の決定に基づく会務の運営に関する協

議

(11)基金の管理・総会への報告

(12)基金について必要な事項の決定

15 日本都市学会賞(奥井記念賞)選考規程

(2013年 10月 25日理事会決定 2017年 6月 18日一部改正)

(目的)

第 1条 日本都市学会賞(奥井記念賞)は、故奥井

復太郎日本都市学会初代会長の都市研究の功績を記

念し、都市研究の進歩発展に顕著な貢献をしたもの

を表彰することを目的とする。

(表彰の対象)

第 2条 表彰の対象は、日本都市学会個人会員の著

書(共著を含む)とする。共著の場合、著者の全員

が日本都市学会個人会員であることとする。

2 過去に受賞した著者(共著を含む)を含む著書

は対象としない。

3 推薦著書は前々年の 1月 1日より前年の 12月

31日(奥付記載日)の 2年間に刊行されたものとす

る。

(応募の方法)

第 3条 日本都市学会賞(奥井記念賞)の応募は、

各地域都市学会の推薦による。

2 毎年、各地域都市学会は推薦著書を 3点以内決

定し、著者名・書名・出版社名・出版年月日・定価

を明記のうえ、現物 5部および推薦理由を添えて、

指定日時までに学会賞事務局に通知、送付する。

3 学会賞事務局は各地域都市学会から推薦のあっ

た著書を全地域都市学会に通知する。

4 地域都市学会による推薦の決定は各地域都市学

会の取決めによって行うものとする。

(選考委員会)

第4条 日本都市学会賞(奥井記念賞)選考委員会
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(以下「選考委員会Jという)を設け、理事会に推

挙する著書を決定する。

2 選考委員会の構成は、常任理事(各支部 1名)

および常任理事の指名する役員とする。

3 選考委員会は、互選により選考委員長を選ぶ。

(選考の基準)

第5条 次の 1または2以上の要件に該当するもの

を授賞の対象として選考する。

(1)都市に関する独創的な研究、調査であるこ

と

(2) わが国都市研究において、画期的な意義を

有するものであること

(3)都市研究の新しい分野において、とくに優

秀な業績と認められるものであること

(4)長年にわたる蓄積の成果が、わが国都市研

究に大きな貢献をもたらしているものである

こと

(5) 国際的に高く評価されているものであるこ

と

(6) その他、都市研究の進歩発展のため意義が

あると認められるものであること

(授賞対象の決定)

第6条授賞対象は、選考委員会の報告に基づき、

日本都市学会理事会において決定する。

2 理事会において決定する授賞対象の著書は、原

則として 2点以内とする。

(表彰)

第 7条表彰は、原則として年次大会において行う。

2 受賞者には賞状および副賞として記念品を贈る。

付則

1 この規程は、2013年 10月 25日から施行する。

2 日本都市学会賞(奥井記念賞)内規J(1996 

年4月 27日理事会決定、2012年 9月9日一部改正)

および「日本都市学会賞の受賞の選考について」

(2009年 10月 23日理事会決定)は、廃止する。

3 この規程改正(第4条)は、 2017年 6月 18日

から施行する。

|6 日本都市学会論文賞選考規程 l 
(2013年 10月 25日理事会決定、 2015年 6月 7日一部改正)

(目的)

第 1条 日本都市学会論文賞は、都市研究の進歩発

展に顕著な貢献をしたものを表彰することを目的と

する。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象は、日本都市学会年報と地域都

市学会発行の学術誌に掲載された論文の著者で、あっ

て、論文発行時に 39歳以下の日本都市学会個人会

員の単著論文の著者あるいは共著論文の第一著者と

する。

2 前項に定める年齢を確認するために、論文投稿

者は論文送付状に生年月日を記載するものとする。

3 過去に日本都市学会賞(奥井記念賞)または日

本都市学会論文賞を授賞した著者は対象としない。

4 対象とする論文は、表彰年の前々年の 1年間に

掲載された論文とする。

(選考の手順)

第3条選考対象論文の決定は応募によらない。

2 学会賞事務局は、対象年の日本都市学会年報の

中から論文賞対象論文を抜き出し、地域都市学会か

ら送付されたものと合わせて全部の論文を選考対象

とする。

3 学術誌を刊行する地域都市学会は、対象年の学

術誌に掲載された論文賞対象論文の複写 11部を、

決められた期日までに学会賞事務局へ送付する。

4 対象論文は査読の有無によらない。

(選考委員会)

第4条 日本都市学会賞論文賞選考委員会(以下「選

考委員会」としヴ。)を設け、理事会に推挙する論文

を決定する。

2 選考委員会の委員の定数は 10名以内とし、日

本都市学会役員のうち理事から、会員数 100名を越

える地域都市学会においては各2名以内、その他の
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地域都市学会においては各 1名以内を選出する。た

だし、学会賞担当地域都市学会からは必要に応じて

複数の委員を選出ことができる。

3 選考委員会の委員は、各地域都市学会からの推

薦による。

4 選考委員会の委員の任期は、当該年度末までと

する。

5 選考委員会は、互選により選考委員長を選ぶ。

(審査の方法)

第5条 学会賞事務局は、選考委員会の委員に対象

論文の実物または複写を各1部送付する。

2 論文審査は5段階で評価し、ポイント制によっ

て選考委員が上位5本を選出する。

3 選出された論文の中から選考委員会における話

し合いにより最大3本までを論文賞候補に選ぶもの

とする。

(選考の基準)

第6条次のいずれかの要件に該当するものを授賞

の対象として選考する。

(1)都市研究の新しい分野において、とくに優

秀な業績と認められるものであること。

(2)都市に関する独創的な研究、調査であるこ

と。

(3) わが国都市研究において、画期的な意義を

有するものであること。

(授賞対象の決定)

第7条授賞の対象は、選考委員会の報告に基づき、

日本都市学会理事会において決定する。

2 理事会において決定する授賞対象の論文は、原

則として 3点以内とする。

(表彰)

第8条表彰は、原則として年次大会において行う。

2 受賞者には賞状を贈る。

付則

1 この規程は、2013年 10月25日から施行する。

2 日本都市学会論文賞の選考J(2009年 10月

23日理事会決定)は、廃止する。

3 この規程改正(第4条)は、 2015年 6月 7日

から施行する。

17 日本都市学会特別賞(学術共同研究賞)選考規程

(2013年 10月 25日理事会決定)

(目的)

第1条 日本都市学会特別賞(学術共同研究賞)は、

都市に関する学術の進歩発展に貢献したと認められ

るものに対して与えられる。

(表彰の対象)

第2条表彰の対象は、各地域都市学会を中心とす

る集団的著作であって、顕著な業績を上げたものと

する。

2 対象とする著作は、表彰年次の 3年前の 1月1

日より前年の 12月 31日(奥付記載日)の 3年間に

刊行されたものとする。

(応募の方法)

第3条表彰の対象となる業績があった地域都市学

会は、著者名・書名・出版社名・出版年月日・定価

を明記のうえ、現物6部および推薦理由を添えて、

指定日時までに学会賞事務局に通知、送付する。

2 学会賞事務局は各地域都市学会から推薦のあっ

た著書を全地域都市学会に通知する。

3 地域都市学会による推薦の決定は、各地域都市

学会の取決めによって行うものとする。

(授賞対象の決定)

第4条授賞対象は、日本都市学会理事会において

審査し、可否を決定する。

(表彰)

第5条表彰は、原則として年次大会において行う。

2 受賞者には賞状を贈る。

付則

1 この規程は、2013年 10月25日から施行する。

2 日本都市学会特別賞(学術共同研究賞)の選

考J(2009年 10月23日理事会決定)は、廃止する。
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|8 日本都市学会特別賞(まちづくり賞)選考規程

(2013年 10月 25日理事会決定)

(目的)

第 1条 日本都市学会特別賞(まちづくり賞)は、

都市に関する学術の進歩発展に貢献したと認められ

るものに対して与えられる。

(表彰の対象)

第2条表彰の対象は、都市学発展に貢献し、新し

い考え方を示した地域調査機関や行政機関等の報告

書の作成あるいはまちづくり等の企画・実施に、中

心的にかかわった日本都市学会会員とする。

2 対象とする出版物は表彰年次の 3年前の 1月 1

日より前年の 12月 31日(奥付記載日)の 3年間に

発行されたものとし、まちづくり等においては表彰

年次の3年前の 1月 1日より前年の 12月31日の 3

年間に実施されたものとする。

(応募の方法)

第3条地域都市学会は、授賞対象となる報告書あ

るいはまちづくりの関係資料等および推薦書を学会

賞事務局に提出する。

2 学会賞事務局は、各地域都市学会から推薦のあ

った出版物等を全地域都市学会に通知する。

3 地域都市学会による推薦の決定は、各地域都市

学会の取決めによって行うものとする。

(選考委員会)

第4条 日本都市学会特別賞(まちづくり賞)選考

委員会(以下「選考委員会Jという。)を設け、理事

会に推挙する出版物等を決定する。

2 選考委員会の構成は、日本都市学会賞(奥井記

念賞)の規定に準ずる。

3 選考委員会は、互選により選考委員長を選ぶ。

(授賞対象の決定)

第5条授賞対象は、選考委員会の報告に基づき、日

本都市学会理事会において決定する。

2 理事会において決定する授賞対象は、原則とし

て2点以内とする。

(表彰)

第6条表彰は、原則として年次大会において行う。

2 受賞者には賞状を贈る。

付買IJ

1 この規程は、2013年 10月25日から施行する。

2 日本都市学会特別賞(まちづくり賞)の選考」

(2009年 10月 23日理事会決定)は、廃止する。

19 日本都市学会会費納入について

(2006年 9月 3日理事会決定、 2016年 6月 12日一部改正)

第1条 この「会費納入についてj は、日本都市学

会を構成する地域都市学会が日本都市学会事務局

(以下「本部」という)に納入する会費の取り扱い

について定める。

第2条地域都市学会は、毎年度、 3月 31日まで

に地域都市学会の会員名簿(以下「地域都市学会名

簿」という)を作成し、すみやかに本部へ送付する。

第3条本部は、地域都市学会名簿に登載された会

員に対して、その地域都市学会名簿の属する年度の

年報を送付する。

第4条各地域都市学会は、地域都市学会名簿に登

載された会員数のうち、会費免除者を除く会員数に

4，000の円を乗じた金額の 85%を本部へ納入する。

2 各地域都市学会が会員より徴収した会費の総額

と前項の規定により本部へ納入すべき金額との差額

は、会費徴収経費として地域都市学会の収入とする。

第5条本部への会費納入は、以下の2回に分けて

行うものとする。1) 9月末日までに前年度の納入
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実績額の半分を納入する。 2) 3月末までに、前条

1項により算出した額から1)の額を差し引し、た額

を納入する。

第6条本部は、各地域都市学会名簿を合体した日

本都市学会会員名簿(以下「本部名簿」という)を

作成する。

第7条地域都市学会は、年度途中の入退会につい

て、発生の都度本部へ連絡し、本部は本部名簿をす

みやかに訂正する。

第8条本部が直接会員に対して行う年報以外の各

種サービスは、その時点、における最新の本部名簿に

登載された会員に対して行う。

第9条 この「会費納入について」は、当分の問、

適用を希望する地域都市学会に対してのみ適用する。

第 10条 この「会費納入についてJは、 1998年度

の会費から適用することができる。

付則 この「会費納入について」は 2006年9月3

日から施行する。

2 この「会費納入について」第4条第 1項の改正

は、 2016年6月 12日から施行する。

|10 日本都市学会論文審査委員会設置要綱

(2006年 9月 3日理事会決定、 2018年 9月9日一部改正)

(設置)

第 1条 日本都市学会年報に掲載する査読付き論文

の審査を行うため、日本都市学会論文審査委員会(以

下「委員会」としづ。)を設置する。

(委員の選任)

第2条委員会の委員の定数は 7名とし、専門分野

および地域を考慮して、別途定める申し合わせの内

規手続きによる委員原案を作成し、理事会の承認を

経て会長が委嘱する。

2 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。

3 委員は 2期を超えて再任することはできない。

4 委員に欠員が生じた場合は、同じ分野の委員を

すみやかに選任する。

5 任期途中で選任された委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

6 委員の任期が満了した後も後任の委員が選任さ

れないときは、本条第 2項の規定にかかわらず、後

任の委員が選任されるまでの問、継続して委員の職

務を行う。

(委員会の構成)

第3条委員会に委員長および副委員長 1名を置く。

2 委員長および副委員長は会長が指名する。

3 委員長および副委員長の任期は 2年とする。た

だし、任期満了後も後任が選任されるまでその職務

を行う。

4 委員長に事故あるときは副委員長が委員長の職

務を代理する。

(委員会の会議)

第4条委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は委員会の議長となる。

3 委員会の議決は、出席委員の過半数で決する。

可否同数の場合は、委員長が決する。

4 委員会は書面にて開催することもできる。

5 委員および関係者は、委員会の審議内容を他に

漏らしてはならない。

(委員会の職務)

第5条委員会は次の職務をおこなう。

①査読委員の選任

②論文を年報に掲載すべきか否かの決定

③委員会の決定に関する異議申し立てについての判

定

④論文の審査のため必要な規程の整備

(委任)

第6条本要綱に定めるもののほか、必要な事項に

ついては、委員会において定める。

付則
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1 この「日本都市学会編集・学術委員会設置要綱」

は、 2006年 9月3日より施行する。

2 この設置要綱の改正(r編集・学術委員会」から

「論文審査委員会Jへの委員会名称の変更)は、 2013

年 10月 25日より施行する。

3 この設置要綱の改正(委員選出ただし書き内規

の追加)は、 2018年9月9日より施行する。

|11 日本都市学会査読付き論文審査規程 | 
(2004年 10月 1日日本都市学会編集・学術委員会決定、 2013年 10月 1日一部改正)

1 .担当委員

論文審査委員会(以下「委員会j という)は、投稿

論文の専門分野に応じて委員会の中から担当委員 1

名を選任する。

2.査読者

(1)担当委員は、論文審査のため、日本都市学会

会員の有無を間わず、当該論文の専門分野から 1名、

異分野から 1名、合計2名の査読者を選定し、委員

会に報告、承認を得て査読を依頼する。

(2)投稿者には査読者名を伏せる。

3.査読の期間

(1)査読の期間は 1か月とする。

(2)査読者が査読を辞退した場合および 1か月を

経過しでも査読報告書が提出されない場合は、査読

者が辞退したものとみなし、担当委員は新たな査読

者を選定することができる。

4.査読報告書

査読者は、以下の項目に関する査読報告書を作成す

る。

(1)査読結果についての全体評価

A 原文のまま合格

B 修正が必要

C 不合格

(2)全体評価についての意見

表題の妥当性、既往研究との関連、研究目的と成果

の対応、論文構成の妥当性、論旨展開の論理性と明

解性、データ・論述の信頼性、表現の妥当性など全

体評価に関する意見

(3)修正についての意見

修正すべき、または修正が望ましい内容や箇所に関

する意見

5.査読結果の報告

担当委員は、査読報告書に基づく担当委員の意見を

付して、査読結果を委員会に報告する。

6. 審査結果

査読結果の報告を受けて委員会が行う審査結果の判

定は以下のとおりとする。

(1)採択;原文のまま「日本都市学会年報」に掲

載する。

(2)条件付き採択;投稿者に対して論文の修正を

求め、再投稿を要請する。再投稿論文については、

担当委員が修正内容、箇所を点検して、修正が適切

と認めるときは採択とする。なお、修正が不適切な

場合は、再修正を求めることができる。担当委員は、

この判断にあたって査読者に再査読を求めることが

できる。

執筆者が修正を拒否した場合および修正不十分と

認められる場合は不採択とすることができる。この

場合、最終判断は委員会の承認を要する。

(3)不採択:年報に掲載せず、論文を執筆者に返

却する。

7.審査結果および修正依頼の通知

委員会は、論文審査事務局を通じて、投稿者に対し

て審査結果および修正依頼を通知する。

8.修正の期間

(1)修正の通知を受けた投稿者は、 1か月以内に

修正論文を再投稿しなければならない。

(2)修正期間内に再投稿がない場合は、投稿を辞

退したものとみなす。

9.異議申し立て

(1)不採択の通知を受けた投稿者から異議申し立

てがあった場合、委員会は異議申し立ての内容につ
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き審議し、却下または再審査のいずれかの判定を行

フ。

(2)委員会は、判定結果をすみやかに投稿者に通

知する。

(3)再審査の判定の場合、新規論文として審査を

最初からやり直す。

10.査読謝礼

査読謝礼は当分の間支払わない。ただし、非会員に

査読を依頼したときは 1論文につき 3千円の謝礼を

支払う。

付則

1 この規程は 2004年 10月 1日から施行する。

2 この規程の改正(委員会名称の変更)は、 2013

年 10月 1日より施行する。

|12 日本都市学会査読付き論文投稿要領

(2004年 10月 1日日本都市学会編集・学術委員会決定、 2013年 10月 1日、日本都市学会論文審査委員会一

部改正、 2014年 10月 1目、同委員会一部改正)

1 .対象論文

都市に関連する分野の研究論文および調査報告等で

あって、日本都市学会大会または各地域都市学会の

大会等において発表したものとする。ただし、発表

日の対象期間は、前年度の日本都市学会大会終了日

の翌日から、当該年度の投稿締切日の前日までとす

る。

2.投稿資格

日本都市学会個人会員とする。

3.投稿締め切り

原則として、大会が開催された月の翌月の末日とす

る。

4. 投稿の方法

投稿者は、封筒に「日本都市学会査読イ寸き論文原稿」

と記入し、以下の書類を事務局(fU. 事務局Jを

参照)宛に郵送する。

①「論文作成要領」にしたがって作成された原稿正

本とそのコピー3部、および原稿の PDF

②投稿者カード

③各地域都市学会の大会等において発表した研究に

ついては、そのことを証明する書類等。

5.論文の採否

(1)論文審査委員会が「日本都市学会査読付き論

文審査規程」に基づき、採否を判定する。

(2)論文の採否が決定したときは、事務局から投

稿者へ通知する。

6. 異議申し立て

(1)審査結果が不採択の場合、不採択通知から 1

か月以内に、その理由を付して論文審査委員会に異

議申し立てすることができる。

(2)論文審査委員会は、「日本都市学会査読付き論

文審査規程Jに基づき、異議申し立ての採否を判定

する。

7.論文の掲載

(1)採択の通知を受けた投稿者は、論文審査委員

会が指定する期日までに、印刷用の版下を事務局へ

提出しなければならない。

(2)採択した論文は、日本都市学会年報に、査読

付き論文と明記して掲載する。

8.審査料および掲載料

(1)審査料は、当分の問、無料とする。

(2)掲載料は、 5頁まで無料とし、 5頁を超える

1頁ごとに 2，500円とする。ただし、上限を 10頁

とする。

(3)掲載料は、論文の採択後に送付される請求書

によりすみやかに納付する。

9.著作権

(1)掲載された論文の著作権は執筆者に帰属する。

(2) 日本都市学会は、論文の編集出版権および複

写に関する権利を持つものとする。

10.年報掲載の無審査論文との関係

大会において発表した1.に規定する論文で、あって、

審査が不採択となった論文は、再投稿のうえ年報の
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無審査論文として掲載することができる。

11.事務局

査読付き論文に関する事務は論文審査担当事務局が

行う。投稿者は、問い合わせ等があるときは事務局

に対して行い、論文審査委員会または委員へ直接問

い合わせ等を行ってはならない。

付則

1 この要領は 2004年 10月 1日から施行する。

2 この要領の改正 cr委員会名称J、「対象論文J、

「投稿の方法」、「ページ数上限」、「無審査論文との

関係」の変更)は、 2013年 10月 1日から施行する。

3 この要領の改正(対象論文に関する発表日の対

象期間の追加、および提出物の変更)は、 2014年

10月 1日から施行する。

|13 分担事務局体制規程

(2017年 6月 18日理事会決定)

(分担事務局の呼称、および任務)

第 1条 日本都市学会の各支部のうちで、以下の

4つの事務局を分担して運営する。これを分担事

務局と呼称する。

(1)本部事務局 対外的には正式な単なる事務

局(総則に言う事務局)と呼称する、全事務局中、

本会を代表する事務局である。

( 2 )年報事務局 論文審査以外のすべての年報

業務を担当する。

( 3 )論文審査事務局 論文審査委員会を運営す

る。

(4 )学会賞事務局 学会賞審査委員会を運営す

る。

(分担事務局の分担順序および任期)

第 2条 関東、中部、近畿各支部は、本部ないし

年報を順番に担当する。

2. その他の支部は、論文審査事務局ないし学会

賞事務局を順番に担当する。

3. 任期は4年を原則とする。

4. 各事務局は、任期が来ても、次期の体制が決

まるまでは、その事務局を継続する。

付則 この規程は 2017年 6月 18日から施行す

る。

|14 常任理事に関する規程

(2017年 6月 18日理事会決定)

(常任理事の任務および数) 担当)。

第 1条 日本都市学会の分担事務局等の業務を遂行 ( 5 )その他、会長が特に必要とする業務がある場

するために常任理事をおく。 合に特命のため 1名(特任)。

2. 各支部の常任理事数は、分担事務局の各業務を 3. 常任理事は以上の定数のうちから担当支部から

担当する場合、以下を基準とする。 推薦案を提出し、会長が専任する。

(1)本部事務局をもっ支部は若干名(事務局業務

担当)0 会計担当代表者)

( 2)年報事務局をもっ支部は 1"-'2名(事務局業 第2条金融機関、その他の会計に関する契約時に

務担当)。 必要有る場合は、本部事務局の常任理事が担当する。

( 3 )論文審査事務局、学会賞事務局をもっ支部は、

各 1名(事務局業務担当)。 付則 この規程は2017年6月 18日から施行する。

(4)事務局を持たない支部は、各支部 1名(調整
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|15 日本都市学会論文審査委員選出内規

|(10日本都市学会論文審査委員会設置要綱第2条第1項にかかる但し書き内規)I 
(2018年 9月 9日理事会決定)

(1)審査委員の任期は、約半数ごとに改選 (2期 本部・論文審査事務局で、候補者名簿を作成し、理事

連続を原則)とする。 会にはかる。

(2 )委員の任期がきたときの改選では、委員推薦名 (4)委員長・副委員長は、委員会成立後、互選とす

簿は以下のように作成する。任期が来て欠ける委員の る。

分野(都市経済、都市社会、都市計画、都市交通計画、

都市地理、経済地理の 6分野)、地域について、会長 附則

から各地域学会に対し 0------2名程度の候補者の推薦 1 この附則は、 2018年9月9日より施行する。

を依頼する。 2 初回のみ、約半数ずつ例外的に 1期、 2期の任

(3 )この各地域からの推薦人の中から、会長および 期とし、半舷上陸ノレーノレを申し送る。
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